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昭
和
��年
島
根
県
公
安
委
員
会
告
示
第
��号

(道
路
の
交
通
に
関
す
る
規
制
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

平
成
��年

��月
��日

島
根
県
公
安
委
員
会
委
員
長

森
�

�
璋

別
表
第
	
(法
第


条
第
	
項
の
規
定
に
よ
る
信
号
機
を
設
置
す
る
場
所
)
の
松
江
警
察
署
の
部
松
江

市
の
項
中

をに
改
め
､
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
	
(法
第


条
第
	
項
の
規
定
に
よ
る
信
号
機
を
設
置
す
る
場
所
)
の
掛
合
警
察
署
の
部
飯
石

郡
の
項
中

を

平成��年��月��日 号外第���号(�)

｢

東
茶
町
��の

	
番
地
先
茶
町
交
差
点

殿
町

番
地
先
幸
橋
北
詰
交
差
点

場
所

プ
ロ
グ
ラ
ム

多
段
式

プ
ロ
グ
ラ
ム

多
段
式

種
類

摘
要

｣

春
日
町
���番

地


先
交
差
点

プ
ロ
グ
ラ
ム

多
段
式

｢

｣

春
日
町
���番

地
�
先
交
差
点

東
茶
町
�
番
地
先
茶
町
交
差
点

殿
町

番
地
�
先
幸
橋
北
詰
交
差
点

場
所

プ
ロ
グ
ラ
ム

多
段
式

プ
ロ
グ
ラ
ム

多
段
式

プ
ロ
グ
ラ
ム

多
段
式

種
類

摘
要

薦
津
町
���番

地
	
先
薦
津
交
差
点

比
津
町
���番

地
先
比
津
ト
ン
ネ
ル
東
方
交
差
点

場
所

プ
ロ
グ
ラ
ム

多
段
式

プ
ロ
グ
ラ
ム

多
段
式

種
類

摘
要

｢

｣

三
刀
屋
町
大
字
三
刀
屋
��番
地
先
交
差
点

場
所

定
周
期
式

種
類

摘
要

号
外
第
一
二
九
号

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日

(

金
曜
日)

�
	

�
�
�
�

道
路
の
交
通
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

一



�平

成
十
五
年
五
月
十
六
日
付
け
島
根
県
報
号
外
第
七
七
号
中

一
六

平
成
十
五
年
七
月
八
日
付
け
島
根
県
報
号
外
第
九
十
号
中

一
六

������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�



島 根 県 報

に
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
信
号
機
を
設
置
す
る
場
所
)
の
出
雲
警
察
署
の
部
出
雲

市
の
項
中

をに
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
信
号
機
を
設
置
す
る
場
所
)
の
大
社
警
察
署
の
部
簸
川

郡
の
項
中

を

に
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
信
号
機
を
設
置
す
る
場
所
)
の
大
田
警
察
署
の
部
大
田

市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
�
条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
通
行
を
禁
止
す

る
場
所
)
の
松
江
警
察
署
の
部
八
束
郡
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
�
条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
一
方
通
行
場
所
)
の
出

雲
警
察
署
の
部
出
雲
市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

平成��年��月��日 号外第��	号 (�)
｢

｣

三
刀
屋
町
大
字
三
刀
屋
��番
地
先
平
成
記
念
病
院
入
口
交

差
点

場
所

プ
ロ
グ
ラ
ム

多
段
式

種
類

摘
要

｢

｣

馬
木
北
町
��
番

地
先
三
差
路

大
津
町

��番

地
�
先
南
方
交
差
点

場
所

押
ボ
タ
ン
式

押
ボ
タ
ン
式

種
類

摘
要

｢

｣

馬
木
町
����番

地
�
先
馬
木
大
橋
東
詰
交
差
点

大
津
町


��番
地

�
先

(協
)
島
根
県
鉄
工
会
出
雲
営
業

所
南
方
交
差
点 場

所

押
ボ
タ
ン
式

押
ボ
タ
ン
式

種
類

摘
要

｢

｣

大
社
町
大
字
北
荒
木
��番

地
�
先
万
代
橋
東
方
交
差
点

場
所

プ
ロ
グ
ラ
ム

多
段
式

種
類

摘
要

｢

｣

大
社
町
大
字
中
荒
木
���番

地
先
北
側
交
差
点

場
所

プ
ロ
グ
ラ
ム

多
段
式

種
類

摘
要

大
田
町
大
田
イ
��番
地
�
先

�
�
大
田
市
駅
西
交
差
点

場
所

プ
ロ
グ
ラ
ム

多
段
式

種
類

摘
要

宍
道
町
大
字
佐
々
布

���番
地
先

西
側
交
差

点
の
西
詰
か
ら
宍
道
町
大
字
佐
々
布
��

番

地
先
東
側
交
差
点
の
東
詰
ま
で
の
間
の
町
道

場
所

���

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離

二
輪
・
軽
車

両
を
除
く

通
行
を
禁
止

す
る
も
の

土
曜
・
日

曜
・
休
日

を
除
く
｡

午
前
�
時

か
ら
午
前

�
時
��分

ま
で

通
行
禁
止

日
時
摘
要

東
林
木
町

���番
地

�
先

南
方

���メ
ー
ト
ル
の
交
差
点
か
ら
東

方
約
��メ
ー
ト
ル
地
点
の
県
道
出

雲
平
田
線
ま
で
の
間
の
市
道

区
間

西
行

通
行
を
禁
止

す
る
方
向

��

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離

車
両

通
行
を
禁
止

す
る
も
の

午
前
�
時

��分
か
ら

午
前
�
時

��分
ま
で

通
行
禁
止

日
時
摘
要



島 根 県 報

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
�
条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
左
折
又
は
右
折

を
禁
止
す
る
場
所
)
の
出
雲
警
察
署
の
部
出
雲
市
の
項
中

を
削
り
､
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

の
松
江
警
察
署
の
部
松
江
市
の
項
中

平成�	年��月
�日 号外第�
�号(�)

上
塩
冶
町

�		番
地

��先
南
方

交
差
点
か
ら
北
方
約

メ
ー
ト
ル

地
点
の
農
道
と
の
交
差
点
ま
で
の

間
の
市
道

東
林
木
町
�
�
番

地
�
先
南
方

�メ
ー
ト
ル
の
交
差
点
か
ら
西

方
約
�メ
ー
ト
ル
地
点
の
県
道
出

雲
平
田
線
ま
で
の
間
の
市
道

東
林
木
町
�
�
番

地
�
先
南
方

�メ
ー
ト
ル
の
交
差
点
か
ら
東

方
約
�メ
ー
ト
ル
地
点
の
県
道
出

雲
平
田
線
ま
で
の
間
の
市
道

東
林
木
町

�
番
地

�
先

南
方

�メ
ー
ト
ル
の
交
差
点
か
ら
西

方
約
�メ
ー
ト
ル
地
点
の
県
道
出

雲
平
田
線
ま
で
の
間
の
市
道

南
行

東
行

西
行

東
行




メ
ー
ト
ル

�

メ
ー
ト
ル

�

メ
ー
ト
ル

�

メ
ー
ト
ル

車
両

車
両

車
両

車
両

午
前
�
時

�分
か
ら

午
前
�
時

�分
ま
で

午
前
�
時

�分
か
ら

午
前
�
時

�分
ま
で

午
前
�
時

�分
か
ら

午
前
�
時

�分
ま
で

午
前
�
時

�分
か
ら

午
前
�
時

�分
ま
で

｢

｣

東
林
木
町
���番

地
�先

一
畑
電
鉄
大
寺
駅

南
方
交
差
点
の
東
詰

東
林
木
町
���番

地
�先

一
畑
電
鉄
大
寺
駅

南
方
交
差
点
の
西
詰

東
林
木
町
�
�
番

地
�
先
南
方
交
差
点
の
東

詰 東
林
木
町
�
�
番

地
�
先
南
方
交
差
点
の
西

詰

場
所

西
進
車
両
の

右
折
北
行

東
進
車
両
の

左
折
北
行

西
進
車
両
の

右
折
北
行

東
進
車
両
の

左
折
北
行

進
行
を
禁
止

す
る
方
向

車
両

車
両

車
両

車
両

対
象
車
両

午
前
�
時

か
ら
午
前

�
時
ま
で

午
前
�
時

か
ら
午
前

�
時
ま
で

午
前
�
時

か
ら
午
前

�
時
か
ら

午
前
�
時

か
ら
午
前

�
時
ま
で

禁
止
日
時
摘
要

大
津
町
���番

地
先
三
差
路
の
西
詰

大
津
町
���番

地
先
三
差
路
の
西
詰

大
津
町
�

番

地
�
先
三
差
路
の
東
詰

大
津
町
��番

地
�
先
三
差
路
の
西
詰

大
津
町
�番

地
�
先
交
差
点
の
東
詰

大
津
町
��番

地
�
先
交
差
点
の
西
詰

大
津
町
��番

地
�
先
三
差
路
の
西
詰

中
野
町
��	番

地
�
先
三
差
路
の
東
詰

中
野
町
���番

地
�先

三
差
路
の
西
詰

場
所

東
進
車
両
の

右
折
南
行

東
進
車
両
の

右
折
南
行

西
進
車
両
の

右
折
北
行

東
進
車
両
の

右
折
南
行

西
進
車
両
の

右
折
北
行

東
進
車
両
の

右
折
南
行

東
進
車
両
の

右
折
南
行

西
進
車
両
の

右
折
北
行

東
進
車
両
の

右
折
南
行

進
行
を
禁
止

す
る
方
向

車
両

車
両

車
両

車
両

車
両

車
両

車
両

車
両

車
両

対
象
車
両

終
日

終
日

終
日

終
日

終
日

終
日

終
日

終
日

終
日

禁
止
日
時
摘
要



島 根 県 報

をに
改
め
､
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

の
松
江
警
察
署
の
部
八
束
郡
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
報
道
設
置
場
所
)

の
安
来
警
察
署
の
部
安
来
市
の
項
中

を

平成��年��月	�日 号外第�	
号 (�)
｢

｣

春
日
町
���番

地
�
先
交
差
点

殿
町
�
番
地
先
松
江
警
察
署
西
側
十
字
路

東
茶
町
�の

�
番
地
先
東
茶
町
交
差
点

殿
町
�
番
地
先
幸
橋
北
詰
三
差
路

場
所

� � � �

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

｢

｣

春
日
町
���番

地
�
先
交
差
点

内
中
原
町
��番
地
先
中
橋
北
方
交
差
点

東
茶
町
�
番
地
先
茶
町
交
差
点

殿
町
�
番
地
�
先
幸
橋
北
詰
交
差
点

場
所

� � � �

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

東
長
江
町
地
内
東
長
江
市
道
踏
切
北
方
交
差
点

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

法
吉
町
	番

地
�
先
北
東
交
差
点

西
法
吉
町
��番
地
��先

北
西
交
差
点

西
法
吉
町
��番
地
��先

北
東
交
差
点

西
法
吉
町
��番
地
�
先

新
庄
町
��番

地
先

� � � � �

美
保
関
町
大
字
千
酌
����番

地
先
出
畑
橋
南
方
三
差
路

美
保
関
町
大
字
美
保
関
地
内
関
の
五
本
松
公
園
南
方
漁
港
臨
港
道
路
主

要
地
方
道
境
美
保
関
線
三
差
路

場
所

� �

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

｢

｣

月
坂
町
���番

地
先
三
差
路

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要



島 根 県 報

に
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

の
出
雲
警
察
署
の
部
出
雲
市
の
項
中

をに
改
め
､
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

の
出
雲
警
察
署
の
部
簸
川
郡
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

の
を
大
社
警
察
署
の
部
簸
川
郡
の
項
中

をに
改
め
､
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

平成��年��月	�日 号外第�	
号(�)
｢

｣

月
坂
町
	��番

地
先
三
差
路

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

｢

｣

馬
木
北
町
�	�番

地
先
三
差
路

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

｢

｣

馬
木
町
�	��番

地
�
先
馬
木
大
橋
東
詰
交
差
点

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

西
園
町
��
�番

地
先
交
差
点

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

湖
陵
町
大
字
大
池

�番

地
先
川
下
交
差
点

湖
陵
町
大
字
二
部
���番

地
�
先
ハ
マ
ナ
ス
保
育
園
西
入
口

湖
陵
町
大
字
二
部
���番

地
�
先
ハ
マ
ナ
ス
保
育
園
南
西
交
差
点

場
所

� � �

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

｢

｣

大
社
町
大
字
北
荒
木
���番

地
�
先
万
代
橋
東
方
交
差
点

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

｢

｣

大
社
町
大
字
中
荒
木
�番

地
北
側
交
差
点

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

大
社
町
大
字
中
荒
木
�
��番

地
先
交
差
点

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要



島 根 県 報
の
を
大
田
警
察
署
の
部
大
田
市
の
項
中

をに
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

の
温
泉
津
警
察
署
の
部
邇
摩
郡
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

の
江
津
警
察
署
の
部
江
津
市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

の
浜
田
警
察
署
の
部
浜
田
市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

の
浜
田
警
察
署
の
部
那
賀
郡
の
項
中

を

平成��年��月	�日 号外第�	
号 (�)

｢

｣

大
代
町
大
家
	��番

地
�
先
南
方
約
�メ
ー
ト
ル
地
点
の
三
差
路

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

｢

｣

大
代
町
大
家
	��番

地
�
先
南
方
約
�メ
ー
ト
ル
地
点
の
三
差
路

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

温
泉
津
町
井
田
大
字
井
田
イ
��番

地
�
先
井
田
郵
便
局
交
差
点

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

江
津
町
�
番

地
�
先
交
差
点

千
田
町
��	番

地
西
方
約
�メ

ー
ト
ル
の
交
差
点

場
所

� �

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

松
川
町
市
村
	�	番

地
先
江
津
市
立
松
平
小
学
校
東
側

松
川
町
市
村
	�	番

地
先
江
津
市
立
松
平
小
学
校
南
側

江
津
町
���番

地
�
先
江
津
市
総
合
市
民
セ
ン
タ
ー
南
西
三
差
路

� � �

殿
町
��番

地
�
先
亀
山
橋
東
詰
交
差
点
南
詰

殿
町

�番
地
�
先
国
道
�
号
三
差
路
南
詰

黒
川
町
���番

地
	�先

石
見
小
学
校
南
門
入
口

長
浜
町
�番

地
�
先
ハ
ー
バ
ー
ヒ
ル
ズ
長
浜
団
地
入
口
交
差
点

場
所

� � � �

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

｢

｣

金
城
町
大
字
七
条
イ
���の

�
番
地
先
三
差
路

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要



島 根 県 報

に
改
め
､
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

の
益
田
警
察
署
の
部
益
田
市
の
項
中

をに
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

の
を
益
田
警
察
署
の
部
美
濃
郡
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
横
断
歩
道
設
置
場
所
)

の
都
和
野
警
察
署
の
部
鹿
足
郡
の
項
中

をに
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
の
�
第
�
項
の
規
定
に
よ
り
普
通
自
転
車
が
歩

道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
)
の
出
雲
警
察
署
の
部
出
雲
市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
	
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第


条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
最
高
速
度
制
限
場
所
)

の
出
雲
警
察
署
の
部
出
雲
市
の
項
中

平成��年��月
�日 号外第�
号(�)
｢

｣

金
城
町
大
字
七
条
イ
�
番

地
�
先
雲
城
保
育
園
入
口
交
差
点

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

旭
町
大
字
市
木

���番

地
�
先
天
狗
石
農
林
交
流
研
修
セ
ン
タ
ー
前

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

｢

｣

横
田
町
���番

地
	
先
匹
見
口
三
差
路

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

｢

｣

横
田
町
���番

地
	
先
匹
見
口
三
差
路

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

美
都
町
大
字
仙
道
���番

地
�
先

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

｢

｣

六
日
市
町
大
字
立
戸
�番
地
先
立
戸
地
区
集
会
所
前
交
差
点

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

｢

｣

六
日
市
町
大
字
立
戸


��番
地

�
先

六
日
市
ス
ポ
ー
ツ
公
園
入
口
交
差

点

場
所

�

横
断
歩
道

設
置
数
摘
要

中
野
町

���番
地

�
先

交
差
点
か
ら

今
市
町
北
本
町

�
丁
目

�
番
地

��先
交
差
点
ま
で
の
間
の
市
道
今
市
川
跡
日
下
線

場
所

���
メ
ー
ト
ル

区
間
距
離

両
側

摘
要



島 根 県 報

をに
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
最
高
速
度
制
限
場
所
)

の
大
社
警
察
署
の
部
簸
川
郡
の
項
中

を

平成��年��月��日 号外第���号 (	)
｢

｣

大
津
町
��
�番

地
�
先
出
雲
商
工
会

館
前
交
差
点
か
ら

東
林
木
町

��
先
鳶
巣
公
民
館
前
交
差
点
ま
で
の
間
の
市

道
大
津
�
号
線

区
域
又
は
道
路
の
区
間

��キ
ロ

メ
ー
ト
ル

最
高
速
度

(毎
時
)

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

�
�
引
②

③
�
除
�
｡ �

制
限
す
る

車
両

終
日

制
限

日
時

����

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

｢

｣

中
野
町

���番
地

�
先

中
野
交
差
点

北
側
か
ら

東
林
木
町

��
番
地
先

鳶
巣
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
前
交
差

点
ま
で
の
間
の
市
道
今
市
川
跡
日
下
線

及
び
東
林
木
平
野
線

大
津
町
��
�番

地
�
先
出
雲
商
工
会

館
前
交
差
点
か
ら
今
市
町
北
本
町
�
丁

目
�
番
地
��先

北
側
交
差
点
ま
で
の

間
の
市
道
今
市
川
跡
日
下
線

区
域
又
は
道
路
の
区
間

��キ
ロ

メ
ー
ト
ル

��キ
ロ

メ
ー
ト
ル

最
高
速
度

(毎
時
)

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

�
�
引
②

③
�
除
�
｡ �

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

�
�
引
②

③
�
除
�
｡ �

制
限
す
る

車
両

終
日

終
日

制
限

日
時

��	�

メ
ー
ト
ル


��

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

｢

大
社
町
大
字
杵
築
西
��
�番

地
�
先

馬
渡
橋
北
詰
か
ら
同
町
大
字
中
荒
木
���

番
地
�
先
出
雲
市
境
ま
で
の
間
の
町

道
赤
塚
浜
根
線

区
域
又
は
道
路
の
区
間

��キ
ロ

メ
ー
ト
ル

最
高
速
度

(毎
時
)

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

�
�
引
②

③
�
除
�
｡ �

制
限
す
る

車
両

終
日

制
限

日
時

����

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

｣

大
社
町
大
字
中
荒
木
�	��の

�
番
地
先

一
文
橋
北
詰
か
ら
同
町
大
字
北
荒
木
��

の
�
番
地
先
北
方
��メ
ー
ト
ル
の
地

点
の
三
差
路
ま
で
の
間
の
町
道
川
方
一

文
橋
線

大
社
町
大
字
北
荒
木



�番
地

�
先

万
代
橋
東
方
交
差
点
か
ら
大
社
町
大

字
杵
築
北
�		�番

地
先
稲
佐
交
差
点

ま
で
の
間
の
主
要
地
方
道
大
社
日
御
碕

線 大
社
町
大
字
中
荒
木
地
内
荒
茅
大
橋

北
詰
(出
雲
市
境
界
)
か
ら
同
町
大
字

北
荒
木


��番
地
先

万
代
橋
交
差
点

ま
で
の
間
の
国
道
�
�号

線

大
社
町
大
字
北
荒
木


��番
地
先

万
代
橋
南
交
差
点
か
ら
同
町
大
字
北
荒
木

�	�	番
地

�先

出
雲
市
境
界
ま
で
の

間
の
町
道
浜
山
公
園
線
(
����メ

ー
ト
ル
)
及
び
県
管
理
道
浜
山
公
園
中
央

園
路
(
��メ

ー
ト
ル
)

��キ
ロ

メ
ー
ト
ル

��キ
ロ

メ
ー
ト
ル

��キ
ロ

メ
ー
ト
ル

��キ
ロ

メ
ー
ト
ル

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

�
�
引
②

③
�
除
�
｡ �

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

け
ん
引
①

②
③
を
除

く
｡

�

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

け
ん
引
①

②
③
を
除

く
｡

�

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

�
�
引
②

③
�
除
�
｡ �

終
日

終
日

終
日

終
日

�
��

メ
ー
ト
ル

����

メ
ー
ト
ル

�
��

メ
ー
ト
ル

����

メ
ー
ト
ル

｢

大
社
町
大
字
中
荒
木

�
�番
地
先

北
側
交
差
点
か
ら
大
社
町
大
字
杵
築
北

�		�番
地
先
稲
佐
浜
交
差
点
ま
で
の

間
の
国
道
�
�号

(���メ
ー
ト
ル
)
及

び
主
要
地
方
道
大
社
日
御
碕
線
(����

メ
ー
ト
ル
)

区
域
又
は
道
路
の
区
間

��キ
ロ

メ
ー
ト
ル

最
高
速
度

(毎
時
)

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

け
ん
引
①

②
③
を
除

く
｡

�

制
限
す
る

車
両

終
日

制
限

日
時

����

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要



島 根 県 報

に
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
最
高
速
度
制
限
場
所
)

の
川
本
警
察
署
の
部
邑
智
郡
の
項
中

を

に
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
最
高
速
度
制
限
場
所
)

の
益
田
警
察
署
の
部
益
田
市
の
項
中

を

平成��年��月��日 号外第���号(�)

｣

大
社
町
大
字
中
荒
木
�	�
番

地
�
先
か

ら
大
社
町
大
字
北
荒
木
�
番
地
�
先

ま
で
の
間
の
町
道
川
方
一
文
字
橋
線

大
社
町
大
字
中
荒
木
地
内
荒
茅
大
橋

北
詰
(出
雲
市
境
)
か
ら
大
社
町
大
字

北
荒
木
�
�番

地
�
先
交
差
点
ま
で

の
間
の
国
道
���号

(���
メ
ー
ト
ル
)

及
び
町
道
浜
山
公
園
線
(
�
メ

ー
ト

ル
)

大
社
町
大
字
北
荒
木
�
�番

地
�
先

交
差
点
か
ら
大
社
町
大
字
中
荒
木
�	�	

番
地
��先

出
雲
市
境
ま
で
の
間
の
町

道
浜
山
公
園
線
及
び
県
管
理
道
浜
山
公

園
�
号
園
路

大
社
町
大
字
中
荒
木

�番
地
先

交
差
点
か
ら

大
社
町
大
字
中
荒
木

��

番
地
�
先
出
雲
市
境
ま
で
の
間
の
町

道
赤
塚
浜
根
線

�
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

�
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

�
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

�
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

�
�
引
②

③
�
除
�
｡ �

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

け
ん
引
①

②
③
を
除

く
｡

�

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

�
�
引
②

③
�
除
�
｡ �

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

�
�
引
②

③
�
除
�
｡ �

終
日

終
日

終
日

終
日

���



メ
ー
ト
ル

���



メ
ー
ト
ル

��
��

メ
ー
ト
ル

���



メ
ー
ト
ル

｢

｣

邑
智
郡
大
字
粕
渕
�番
地
先
邑
智
高

校
教
員
住
宅
前
か
ら
同
町
大
字
久
保

��番
地
先
前
方
前
三
差
路
ま
で
の
間

の
国
道
��号

区
域
又
は
道
路
の
区
間

�
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

最
高
速
度

(毎
時
)

車
両

� 緊
急
自
動

車
､
け
ん

引
③
を
除

く
｡

�

制
限
す
る

車
両

終
日

制
限

日
時

��	�


メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

｢

｣

邑
智
郡
大
字
粕
渕

��	番
地
先

邑
智

町
役
場
南
西
側
三
差
路
か
ら
同
町
大

字
久
保
��番
地
先
三
差
路
ま
で
の
間

の
国
道
��号

区
域
又
は
道
路
の
区
間

�
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

最
高
速
度

(毎
時
)

車
両

� 緊
急
自
動

車
､
け
ん

引
③
を
除

く
｡

�

制
限
す
る

車
両

終
日

制
限

日
時

����


メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

｢

｣

久
々
茂
町
イ

��
番
�
地
先

交
差
点

か
ら
同
町
イ

���番
地

�
先
ま
で
の
間

の
国
道
���号

バ
イ
パ
ス

高
津
町
イ
����番

地
先
か
ら
久
々
茂

町
イ

��
番
地

�
地
先
交
差
点
ま
で
の

間
の
国
道
���号

区
域
又
は
道
路
の
区
間

�
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

�
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

最
高
速
度

(毎
時
)

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

け
ん
引
①

②
③
を
除

く
｡

�

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

け
ん
引
①

②
③
を
除

く
｡

�

制
限
す
る

車
両

終
日

終
日

制
限

日
時

�


メ
ー
ト
ル

�
��



メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

｢

｣

高
津
町
イ
����番

地
�
先
か
ら
久
々

茂
町
イ

���番
地

�
先
ま
で
の
間
の
国

道
���号 区

域
又
は
道
路
の
区
間

�
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

最
高
速
度

(毎
時
)

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

け
ん
引
①

②
③
を
除

く
｡

�

制
限
す
る

車
両

終
日

制
限

日
時

����



メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要



島 根 県 報
に
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
最
高
速
度
制
限
場
所
)

の
津
和
野
警
察
署
の
部
鹿
足
郡
の
項
中

を

に
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
	
項
第
�
号
の
規
定
に
よ
る
追
越
の
た
め
の

右
側
部
分
は
み
出
し
通
行
禁
止
場
所
)
の
出
雲
警
察
署
の
部
出
雲
市
の
項
中

をに
改
め
る
｡

別
表
第
�
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
	
項
第
�
号
の
規
定
に
よ
る
追
越
の
た
め
の

右
側
部
分
は
み
出
し
通
行
禁
止
場
所
)
の
川
本
警
察
署
の
部
邑
智
郡
の
項
中

平成�
年��月��日 号外第���号 (��)

｢

｣

六
日
市
町
大
字
注
連
川

���の
	
番
地

先
か
ら

同
町
大
字
朝
倉

��番
地
先

三
差
路
ま
で
の
間
の
主
要
地
方
道
鹿
野

六
日
市
線
(
�����メ

ー
ト
ル
)
及
び

町
道
朝
倉
真
田
線
(
�����メ

ー
ト
ル
)

六
日
市
町
大
字
立
戸
��番
地
先
立
戸

交
差
点
か
ら
同
町
大
字
注
連
川

���の
	
番
地
先
ま
で
の
間
の
主
要
地
方
道

鹿
野
六
日
市
線

六
日
市
町
大
字
朝
倉

��番
地
先

三
差
路
か
ら
同
町
大
字
七
日
市


�
の
�

番
地
先
七
日
市
橋
北
詰
三
差
路
ま
で

の
間
の
町
道
朝
倉
真
田
線

区
域
又
は
道
路
の
区
間


�キ
ロ

メ
ー
ト
ル

�キ
ロ

メ
ー
ト
ル

�キ
ロ

メ
ー
ト
ル

最
高
速
度

(毎
時
)

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

け
ん
引
①

②
③
を
除

く
｡

�

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

�
�
引
②

③
�
除
�
｡ �

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

�
�
引
②

③
�
除
�
｡ �

制
限
す
る

車
両

終
日

終
日

終
日

制
限

日
時

�����

メ
ー
ト
ル

��
��

メ
ー
ト
ル

�����

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

｢

六
日
市
町
大
字
七
日
市


�
番
地

�
先

七
日
市
橋
北
詰
三
差
路
か
ら
六
日
市

町
大
字
朝
倉

��番
地
先

坂
折

�
号

橋
西
詰
三
差
路
ま
で
の
間
の
町
道
朝
倉

真
田
線

区
域
又
は
道
路
の
区
間

�キ
ロ

メ
ー
ト
ル

最
高
速
度

(毎
時
)

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

�
�
引
②

③
�
除
�
｡ �

制
限
す
る

車
両

終
日

制
限

日
時

�����

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

｣

六
日
市
町
大
字
朝
倉

���番
地

�
先

朝
倉
公
民
館
前
三
差
路
か
ら
六
日
市

町
大
字
朝
倉

��番
地
先

坂
折

�
号

橋
西
詰
三
差
路
ま
で
の
間
の
町
道
朝
倉

真
田
線

六
日
市
町
大
字
立
戸

��
番
地

�
先

六
日
市
ス
ポ
ー
ツ
公
園
入
口
交
差
点
か

ら
六
日
市
町
大
字
朝
倉

���番
地

�

先
朝
倉
公
民
館
前
三
差
路
ま
で
の
間

の
主
要
地
方
道
鹿
野
六
日
市
線


�キ
ロ

メ
ー
ト
ル


�キ
ロ

メ
ー
ト
ル

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

け
ん
引
①

②
③
を
除

く
｡

�

車
両

� 緊
急
自
動

車
､原
付
､

け
ん
引
①

②
③
を
除

く
｡

�

終
日

終
日

�����

メ
ー
ト
ル

����

メ
ー
ト
ル

｢

｣

大
津
町

���先
合
庁
前
交
差
点
か
ら

東
林
木
町

���
鳶
巣
公

民
館
前
交
差
点
ま
で
の
間
の
市
道
今
市
川
跡
鳶
巣
線

場
所


����
メ
ー
ト
ル

区
間
距
離

終
日

禁
止
日
時
摘
要

｢

｣

中
野
町
��番

地
�
先
中
野
交
差
点
北
側
か
ら
東
林
木
町
���

番
地
先
鳶
巣
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
前
交
差
点
ま
で
の
間
の

市
道
今
市
川
跡
日
下
線
及
び
東
林
木
平
野
線

大
津
町
����番

地
�
先
出
雲
商
工
会
館
前
交
差
点
か
ら
今
市

町
北
本
町
	
丁
目
	
番
地
�
先

北
側
交
差
点
ま
で
の
間
の
市
道

今
市
川
跡
日
下
線 場

所

����
メ
ー
ト
ル

���
メ
ー
ト
ル

区
間
距
離

終
日

終
日

禁
止
日
時
摘
要



島 根 県 報

をに
改
め
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
の
規
定
に
よ
る
一
時
停
止
場
所
)
の
松
江
警
察

署
の
部
松
江
市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
の
規
定
に
よ
る
一
時
停
止
場
所
)
の
松
江
警
察

署
の
部
八
束
郡
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
の
規
定
に
よ
る
一
時
停
止
場
所
)
の
三
成
警
察

署
の
部
仁
多
郡
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
の
規
定
に
よ
る
一
時
停
止
場
所
)
の
出
雲
警
察

署
の
部
出
雲
市
の
項
中

平成��年��月��日 号外第��	号(��)
｢

｣

邑
智
町
大
字
粕
渕

�番
地
邑
智
高
等
学
校
下
か
ら
同
町
大
字

久
保
���番

地
�
邑
智
中
学
校
下
ま
で
の
間
の
国
道
���号

場
所

���
メ
ー
ト
ル

区
間
距
離

終
日

禁
止
日
時
摘
要

｢

｣

邑
智
町
大
字
粕
渕

�
�番
地
先

邑
智
町
役
場
南
西
側
三
差
路
か

ら
同
町
大
字
久
保
��
番

地
先
ま
で
の
間
の
国
道
���号

場
所

��	
メ
ー
ト
ル

区
間
距
離

終
日

禁
止
日
時
摘
要

西
川
津
町
���番

地
先
北
方
交
差
点

比
津
町
��
番

地
�
先
南
方
交
差
点

内
中
原
町

�	番
地

�
先

地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
ゆ
う
あ
い
の
里

西
側
交
差
点

比
津
町

���番
地

�
先

松
江
市
立
西
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

南
方
交
差
点

西
津
田
�
丁
目
�
番
��号
先
交
差
点

東
長
江
町
地
内
東
長
江
市
道
踏
切
北
方
交
差
点

場
所

南
詰

西
詰

南
詰

南
詰

東
詰

東
詰
・
西
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要

西
津
田
�丁
目
�
番
地
��先

東
側
交
差
点

竹
矢
町
		�番

地
先
南
側
交
差
点

国
屋
町
�番

地
先
西
方
三
差
路

東
詰

南
詰

南
詰

美
保
関
町
大
字
美
保
関
地
内
関
の
五
本
松
公
園
南
方
漁
港
臨
港

道
路
主
要
地
方
道
境
美
保
関
線
三
差
路

場
所

南
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要

横
田
町
大
字
稲
原
	��番

地
先

横
田
町
大
字
稲
原
�	�番

地
�先

場
所

東
詰

東
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要



島 根 県 報

をに
改
め
､

を
削
り
､
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
の
規
定
に
よ
る
一
時
停
止
場
所
)
の
出
雲
警
察

署
の
部
簸
川
郡
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
の
規
定
に
よ
る
一
時
停
止
場
所
)
の
大
社
警
察

署
の
部
簸
川
郡
の
項
中

を
削
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
の
規
定
に
よ
る
一
時
停
止
場
所
)
の
川
本
警
察

平成��年��月��日 号外第��	号 (��)
｢

｣

大
津
町

��―

�
先
三
差
路

馬
木
町
馬
木
大
橋
東
詰
三
差
路

場
所

東
詰

西
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要

｢

｣

大
津
町

��番

地
�
先
交
差
点

馬
木
町
����番

地
�
先
馬
木
大
橋
東
詰
交
差
点

場
所

東
詰

西
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要

｢

｣

馬
木
北
町
��
番

地
先
三
差
路

場
所

南
西
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要

中
野
町

	�番

地
�
先
交
差
点

今
市
町
�
��番

地
��先

島
根
県
営
住
宅
入
口
交
差
点

場
所

東
詰

東
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要

浜
町
�	�
番

地
�
先
浜
松
橋
北
詰
交
差
点

松
寄
下
町
���番

地
先
南
東
約
���メ

ー
ト
ル
地
点
交
差
点

松
寄
下
町
���番

地
��先

三
差
路

大
津
町

��番

地
先
交
差
点

大
津
町

��番

地
�
先
交
差
点

南
詰

北
詰
・
南
詰

北
詰

西
詰

東
詰

斐
川
町
大
字
上
直
江
����番

地
先
交
差
点

斐
川
町
大
字
学
頭
����番

地
�
先
こ
え
だ
橋
西
詰
交
差
点

場
所

北
詰
・
南
詰

東
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要

｢

｣

大
社
町
大
字
北
荒
木
���番

地
�
東
側
万
代
橋
交
差
点

場
所

東
詰
・
西
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要



島 根 県 報
署
の
部
邑
智
郡
の
項
中

を
削
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
の
規
定
に
よ
る
一
時
停
止
場
所
)
の
浜
田
警
察

署
の
部
浜
田
市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
の
規
定
に
よ
る
一
時
停
止
場
所
)
の
浜
田
警
察

署
の
部
那
賀
郡
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
の
規
定
に
よ
る
一
時
停
止
場
所
)
の
津
和
野
警

察
署
の
部
鹿
足
郡
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
の
規
定
に
よ
る
一
時
停
止
場
所
)
の
西
郷
警
察

署
の
部
隠
岐
郡
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
駐
車
を
禁
止
す

る
場
所
)
の
大
社
警
察
署
の
部
簸
川
郡
の
項
中

平成��年��月��日 号外第��	号(��)

｢

｣

邑
智
町
大
字
粕
渕
�
�番

地
先
邑
智
町
役
場
入
口
三
差
路

瑞
穂
町
大
字
田
所
�
�番

地
�
先
交
差
点

場
所

東
詰

北
詰
・
南
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要

周
布
町
ロ
��番
地
�
先
久
光
橋
東
詰
交
差
点

周
布
町

番
地
�
先
久
光
橋
南
方
三
差
路

長
浜
町

���番
地

�
先

ハ
ー
バ
ー
ヒ
ル
ズ
長
浜
団
地
入
口
交
差

点

場
所

東
詰
・
西
詰

東
詰

北
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要

金
城
町
大
字
下
来
原
�	�番

地
先
湯
屋
温
泉
入
口
交
差
点

金
城
町
大
字
七
条
イ
	��番

地
�
先
雲
城
保
育
園
入
口
交
差
点

場
所

東
詰

東
詰
・
西
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要

津
和
野
町
大
字
部
栄
���番

地
�
先
三
差
路

柿
木
村
大
字
大
野
原
���番

地
�
先
木
部
谷
温
泉
入
口
三
差
路

柿
木
村
大
字
木
部
谷
��	番

地
先
木
部
谷
保
育
所
前
三
差
路

六
日
市
町
大
字
立
戸

���番
地

�
先

六
日
市
ス
ポ
ー
ツ
公
園
入

口
交
差
点

場
所

東
詰

東
詰

南
詰

西
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要

西
郷
町
大
字
平

��番

地
�
先
交
差
点

場
所

北
東
詰

指
定
場
所
に
進
行
し
て

き
た
車
両
等
が
停
止
す

べ
き
と
き
の
方
向

摘
要

｢

大
社
町
大
字
北
荒
木

���番
地

�
先

万
代
橋
東

方
交
差
点
か
ら
大
社
町
大
字
杵
築
北
����番

地
先

稲
佐
交
差
点
ま
で
の
間
の
国
道

���号
及
び

主
要
地
方
道
大
社
日
御
碕
線

場
所

車
両

� �
輪

�
�

�
�
除
�
｡ �

対
象
車
両

終
日

禁
止
日
時

��	��

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要



島 根 県 報

をに
改
め
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
駐
車
を
禁
止
す

る
場
所
)
の
川
本
警
察
署
の
部
邑
智
郡
の
項
中

を

に
改
め
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
駐
車
を
禁
止
す

る
場
所
)
の
益
田
警
察
署
の
部
益
田
市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
の
駐
車
を
禁
止
す

る
場
所
)
の
津
和
野
警
察
署
の
部
鹿
足
郡
の
項
中

を

平成��年��月��日 号外第���号 (��)

｣

大
社
町
大
字
中
荒
木
�	

番

地
先
一
文
橋
北
詰

か
ら
同
町
大
字
北
荒
木
��の

�
番
地
先
北
方

��メ
ー
ト
ル
地
点
の
三
差
路
ま
で
の
間
の
町
道
川

方
一
文
橋
線

大
社
町
大
字
中
荒
木
荒
茅
大
橋
北
詰
(出
雲
市

境
)
か
ら

同
町
大
字
北
荒
木

���番
地

�
先

万
代
橋
交
差
点
ま
で
の
間
の
国
道
���号

線

車
両

� �
輪

�
�

�
�
除
�
｡ �

車
両

� �
輪

�
�

�
�
除
�
｡ �

終
日

終
日

����

メ
ー
ト
ル

����

メ
ー
ト
ル

｢

｣

大
社
町
大
字
中
荒
木
�	��番

地
�
先
か
ら
大
社

町
大
字
北
荒
木
�
番
地
�
先
ま
で
の
間
の
町
道
川

方
一
文
字
橋
線

大
社
町
大
字
中
荒
木
地
内
荒
茅
大
橋
北
詰
(出

雲
市
境
)
か
ら
大
社
町
大
字
北
荒
木
���
番

地
�
先
交
差
点
ま
で
の
間
の
国
道
���号

(����メ
ー

ト
ル
)
及
び
町
道
浜
山
公
園
線
(
��メ

ー
ト
ル
)

大
社
町
大
字
中
荒
木


�
番
地
先

北
側
交
差
点

か
ら
大
社
町
大
字
杵
築
北
�		�番

地
先
稲
佐

交
差
点
ま
で
の
間
の
国
道

���号
及
び
主
要
地
方

道
大
社
日
御
碕
線

場
所

車
両

� �
輪

�
�

�
�
除
�
｡ �

車
両

� �
輪

�
�

�
�
除
�
｡ �

車
両

� �
輪

�
�

�
�
除
�
｡ �

対
象
車
両

終
日

終
日

終
日

禁
止
日
時

����

メ
ー
ト
ル

����

メ
ー
ト
ル

����

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

｢

｣

邑
智
町
大
字
粕
渕
�
番
地
先
邑
智
高
校
教
員
住

宅
前
か
ら
同
町
大
字
浜
原
�
番
地
先
ま
で
の
間

の
国
道
�
�号 場

所

車
両

� �
輪

�
�

�
�
除
�
｡ �

対
象
車
両

終
日

禁
止
日
時

����

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

｢

｣

邑
智
町
大
字
粕
渕

��	番
地
先

邑
智
町
役
場
南

西
側
三
差
路
か
ら

同
町
大
字
浜
原
�
番
地
先

ま
で
の
間
の
国
道
�


�号

場
所

車
両

� �
輪

�
�

�
�
除
�
｡ �

対
象
車
両

終
日

禁
止
日
時

����

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

駅
前
町
��番
地
�
号
先
か
ら
同
町
��番

��号
先

交
差
点
ま
で
の
間
の
主
要
地
方
道
益
田
停
車
場
線

場
所

車
両

� �
輪

�
�

�
�
除
�
｡ �

対
象
車
両

終
日

禁
止
日
時

��

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

｢

｣

六
日
市
町
大
字
立
戸

	番
地
先
立
戸
交
差
点
か

ら
同
町
大
字
七
日
市

���の
�
番
地
先

七
日
市

橋
北
詰
三
差
路
ま
で
の
間
の
主
要
地
方
道
鹿
野
六

日
市
線
(
����メ

ー
ト
ル
)
及
び
町
道
朝
倉
真

田
線
(����メ

ー
ト
ル
)

場
所

車
両

� �
輪

�
�

�
�
除
�
｡ �

対
象
車
両

終
日

禁
止
日
時

����

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要

｢

六
日
市
町
大
字
立
戸

���番
地

�
先

六
日
市
ス

ポ
ー
ツ
公
園
入
口
交
差
点
か
ら
六
日
市
町
大
字

朝
倉


��番
地

�
先

朝
倉
公
民
館
前
三
差
路
ま

で
の
間
の
主
要
地
方
道
鹿
野
六
日
市
線

場
所

車
両

� �
輪

�
�

�
�
除
�
｡ �

対
象
車
両

終
日

禁
止
日
時

����

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離
摘
要



島 根 県 報

に
改
め
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
法
第
�
条
第
�
項
第
�
号
及
び
第
��条
の
�
第
�
項
の
規
定

に
よ
る
車
両
通
行
帯
の
設
定
及
び
路
線
バ
ス
等
優
先
通
行
帯
設
置
場
所
)
の
松
江
警
察
署
の
部
松
江
市
の

項
中

を
削
り
､
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
､
法
第
�
条
第
�
項
第
�
号
､
法
第
��条
第
�
項
､
法
第
�	

条
の
�
第


項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
通
行
帯
の
設
定
､
進
路
変
更
の
禁
止
及
び
進
行

方
向
別
通
行
区
分
設
置
場
所
)
の
松
江
警
察
署
の
部
松
江
市
の
項
中

をに
改
め
､
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

平成��年��月��日 号外第��号(��)

｣

六
日
市
町
大
字
七
日
市

��番
地

�
先

七
日
市

橋
北
詰
三
差
路
か
ら

六
日
市
町
大
字
朝
倉

��

番
地
�
先
朝
倉
公
民
館
前
三
差
路
ま
で
の
間
の

町
道
朝
倉
真
田
線

車
両

� �
輪

�
�

�
�
除
�
｡ �

終
日

�����

メ
ー
ト
ル

｢

｣

殿
町
�
番
地
先
幸
橋
北
詰
交
差

点
か
ら
同
町
�
番
地
先
県
庁
前

交
差
点
ま
で
の
間
の
主
要
地
方

道
松
江
鹿
島
美
保
関
線

場
所

��

区
間
･距
離

路
線
バ
ス

等 対
象
車
両

午
前
�
時

か
ら
午
前

�
時
ま
で

午
後
�
時

か
ら
午
後

�
時
ま
で

日
時

�

車
両
通

行
帯
の

数

左
側
端

指
定
す

る
車
両

通
行
帯
適
要

殿
町
�
番
地
先
博
物
館
前
交
差

点
の
南
詰
の
主
要
地
方
道
松
江

鹿
島
美
保
関
線

場
所

��

区
間
･距
離

路
線
バ
ス

等 対
象
車
両

午
前
�
時

か
ら
午
前

�
時
ま
で

午
後
�
時

か
ら
午
後

�
時
ま
で

日
時




車
両
通

行
帯
の

数

第
�
通

行
帯

指
定
す

る
車
両

通
行
帯
適
要

殿
町
�
番
地
先
県
庁
前
交
差
点

の
南
詰
の
主
要
地
方
道
松
江
鹿

島
美
保
関
線

���
路
線
バ
ス

等

午
前
�
時

か
ら
午
前

�
時
ま
で

午
後
�
時

か
ら
午
後

�
時
ま
で

�
第
�
通

行
帯

｢

｣

殿
町
�
番
地
先
島
根
自
治

会
館
前
の
主
要
地
方
道
松
江

鹿
島
美
保
関
線

場
所
(区
間
)

��

区
間
距
離

(メ
ー
ト
ル
)

� 車
両
通
行
帯
の
数

��

左
の
区
画
内
に
お
け

る
交
差
点
の
手
前
の

進
路
変
更
禁
止
距
離

(メ
ー
ト
ル
)

終
日

日
･時

摘
要

｢

｣

殿
町
�
番
地
先
博
物
館
前

交
差
点
の
南
詰
か
ら
南
方
へ

��メ
ー
ト
ル
先
ま
で
の
主
要

地
方
道
松
江
鹿
島
美
保
関
線

場
所
(区
間
)

��

区
間
距
離

(メ
ー
ト
ル
)


 車
両
通
行
帯
の
数

��

左
の
区
画
内
に
お
け

る
交
差
点
の
手
前
の

進
路
変
更
禁
止
距
離

(メ
ー
ト
ル
)

終
日

日
･時

第
�
車
線
左

折
車
線

第
�
車
線
直

進
車
線

第


車
線
直

進
車
線

摘
要



島 根 県 報

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
第
�
項
､
法
第
�
条
第
�
項
第
�
号
､
法
第
��条
第
�
項
､
法
第
��

条
の
�
第
	
項
及
び
第

�条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
車
両
通
行
帯
の
設
定
､
進
路
変
更
の
禁
止
及
び
進
行

方
向
別
通
行
区
分
設
置
場
所
)
の
出
雲
警
察
署
の
部
出
雲
市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
及
び
第
�
項
及
び
第

�条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
自
転
車
横
断
帯
設
置

場
所
)
の
松
江
警
察
署
の
部
松
江
市
の
項
中

をに
改
め
､
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
及
び
第
�
項
及
び
第

�条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
自
転
車
横
断
帯
設
置

場
所
)
の
大
社
警
察
署
の
部
簸
川
郡
の
項
中

を

平成�年月�日 号外第��号 (�)

東
茶
町
�
番
地
�
先
宍
道
湖

大
橋
北
詰
交
差
点
の
北
詰
か
ら

北
方
へ
��メ
ー
ト
ル
先
ま
で
の

国
道
�
号

東
茶
町

�番
地
先

茶
町
交
差

点
の
北
詰
(南
進
車
線
)
か
ら

北
方
へ
�メ
ー
ト
ル
先
ま
で
の

国
道
�
号

殿
町
�
番
地
	
先
幸
橋
北
詰

交
差
点
の
南
詰
か
ら
南
方
へ
��

メ
ー
ト
ル
先
ま
で
の
国
道

�


号

場
所
(区
間
)

�� � ��

区
間
距
離

(メ
ー
ト
ル
)

	 	 	

車
両
通
行

帯
の
数

左
の
区
画
内
に
お
け

る
交
差
点
の
手
前
の

進
路
変
更
禁
止
距
離

(メ
ー
ト
ル
)

日
・
時
摘
要

大
津
町

���番
地

�先
下
大

津
交
差
点
の
北
詰
か
ら
北
方
へ


�メ
ー
ト
ル
の
間
の
市
道
今
市

川
跡
日
下
線

大
津
町

���番
地

�先
下
大

津
交
差
点
の
南
詰
か
ら
南
方
へ


�メ
ー
ト
ル
の
間
の
市
道
今
市

川
跡
日
下
線

中
野
町

���番
地

�
先

中
野

交
差
点
の
南
詰
か
ら
南
方
へ

�

メ
ー
ト
ル
の
間
の
市
道
今
市
川

跡
日
下
線

場
所
(区
間
)


� 
� 
�

区
間
距
離

(メ
ー
ト
ル
)

	 	 	

車
両
通
行

帯
の
数

左
の
区
画
内
に
お
け

る
交
差
点
の
手
前
の

進
路
変
更
禁
止
距
離

(メ
ー
ト
ル
)

日
・
時
摘
要

｢

｣

春
日
町
��番

地
�
先
交
差
点

場
所

�

自
転
車
横
断
帯

設
置

数
摘
要

｢

｣

春
日
町
��番

地
�
先
交
差
点

場
所

�

自
転
車
横
断
帯

設
置

数
摘
要

東
茶
町
�
番
地
先
茶
町
交
差
点

殿
町
�
番
地
	
先
幸
橋
北
詰
交
差
点

場
所

� �

自
転
車
横
断
帯

設
置

数
摘
要

｢

｣

大
社
町
大
字
北
荒
木


�番

地
�
先
万
代
橋
東
方
交
差
点

場
所

�

自
転
車
横
断
帯

設
置

数
摘
要



島 根 県 報

に
改
め
､
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
及
び
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
自
転
車
横
断
帯
設
置

場
所
)
の
浜
田
警
察
署
の
部
浜
田
市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
及
び
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
自
転
車
横
断
帯
設
置

場
所
)
の
益
田
警
察
署
の
部
益
田
市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
及
び
第
�
項
及
び
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ
る
自
転
車
横
断
帯
設
置

場
所
)
の
益
田
警
察
署
の
部
美
濃
郡
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
法
第
��条
第
	
項
の
た
だ
し
書
の
道
路
標
識
に
よ
り
､
多
通
行
帯
道

路
に
お
い
て
､
交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
る
交
差
点
に
お
け
る
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
(小
回
り
)

の
場
所
)
の
松
江
警
察
署
の
部
松
江
市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

別
表
第
��
(法
第
�
条
第
�
項
､
法
第
��条
第
	
項
の
た
だ
し
書
の
道
路
標
識
に
よ
り
､
多
通
行
帯
道

路
に
お
い
て
､
交
通
整
理
の
行
わ
れ
て
い
る
交
差
点
に
お
け
る
原
動
機
付
自
転
車
の
右
折
方
法
(小
回
り
)

の
場
所
)
の
出
雲
警
察
署
の
部
出
雲
市
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

平成
�年

月�
日 号外第
��号(
)
｢

｣

大
社
町
大
字
中
荒
木
�番

地
先
北
側
交
差
点

場
所

�

自
転
車
横
断
帯

設
置

数
摘
要

大
社
町
大
字
中
荒
木

���番

地
先
交
差
点

大
社
町
大
字
中
荒
木

���番

地
先
交
差
点

場
所

� �

自
転
車
横
断
帯

設
置

数
摘
要

長
浜
町
���番

地
�
先
ハ
ー
バ
ー
ヒ
ル
ズ
長
浜
団
地
入
口
交
差
点

場
所

�

自
転
車
横
断
帯

設
置

数
摘
要

横
田
町
��番

地
�
先
匹
見
口
三
差
路

場
所

�

自
転
車
横
断
帯

設
置

数
摘
要

美
都
町
大
字
仙
道
�
�番

地
�
先

場
所

�

自
転
車
横
断
帯

設
置

数
摘
要

東
茶
町
�
番
地
�
先
宍
道
湖
大
橋
北
詰
交
差
点
の
北
詰
(南
進
右
折
)

殿
町
�
番
地
�
先
幸
橋
北
詰
交
差
点
の
南
詰
(北
進
右
折
)

東
茶
町
�
番
地
先
茶
町
交
差
点
の
北
詰
(南
進
車
線
)

場
所
及
び
進
行
方
向

摘
要

大
津
町

���番
地

�
先

下
大
津
交
差
点
の
市
道
今
市
川
跡
日
下
線
(北
進

右
折
)

中
野
町

���番
地

�
先

中
野
交
差
点
の
市
道
今
市
川
跡
日
下
線
(北
進
右

折
)

中
野
町

���番
地

�
先

下
大
津
交
差
点
の
市
道
今
市
川
跡
日
下
線
(南
進

右
折
)

場
所
及
び
進
行
方
向

摘
要



平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報

�
�

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日
付
け
島
根
県
報
号
外
第
七
七
号
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
次
の
よ
う
に
訂
正

す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
八
日
付
け
島
根
県
報
号
外
第
九
十
号
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
次
の
よ
う
に
訂
正
す

る
。

平成��年��月��日 号外第���号 (��)

七
ペ
ー
ジ

下 段

島
根
県
公
安

委
員
会
告
示

第
五
〇
号

箇

所

誤

正

北
西
進
車
両

の
左
折
西
行
自
動
車

北
西
進
車
両

の
左
折
西
行

自
動
車

� 路
線
バ
ス

を
除
く
｡
�

三
ペ
ー
ジ

下 段

島
根
県
公
安

委
員
会
告
示

第
七
三
号

箇

所

誤

正
��

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離

��

メ
ー
ト
ル

区
間
距
離


